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凡    例 

 

１ 各表中の符号は、次のとおりである。 

   「０」「０．０」は、０又は単位未満のもの。 
   「△」は、減少・低下。 
   「－」は、算出不能・不要。 
 

２ 文中及び表中に用いている比率は、原則として小数点以下第２位を四捨五入してい

る。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合がある。 

 

３ 文中及び表中に用いている数値で、千円単位又は万円単位で表示しているものは、

単位未満を切り捨てている。このため、合計と内訳の計、差引きが一致しない場合が

ある。 

 

４ 原則として、｢第３ 監査の結果｣以降の文中の元号表記については「令和」を省略

し、表中については、全ての元号を省略している。 
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定 期 監 査 結 果 報 告  

（健康福祉局） 

 

第１ 監査の対象 

健康福祉局における、主として令和５年４月１日から同年10月31日までの期

間に執行された財務事務等を対象に監査を実施した。 

監査の実施に際しては、事務の執行状況について、入手可能な直近の数値を

用いるよう努めた。 

監査の対象とした健康福祉局の組織及び職員数の状況(令和５年４月１日現

在)は以下のとおりである。 

(単位：人) 

組   織 一般職員 
会計年度 

任用職員Ａ 

局長・室長・部長・所長・副所長 7  

福祉総括室 

福祉総務課  7  

地域共生推進課  9 3 

福祉のまちづくり課 8 (1)  

法人指導課 18 2 

福祉部 

高齢介護課  36 18 

高齢施設課  11 8 

障害福祉課  20 (1) 8 

生活支援部 
生活支援課  25 9 

厚生課  84 22 

保健所 

保健総務課 17 1 

生活環境課 12  

食品衛生課 14 1 

食肉衛生検査所 10 1 

地域保健課 57 (3) 21 

健康増進課 31 8 

保健予防課 24 4 

新型コロナワクチン接種課  9 1 

計 399 (5) 107 

職種別内訳
（再掲） 

事務職 
技術職 

技能労務職 

252 （1） 
132  (3) 

15  (1) 

 

派遣職員 

(定数外) 
(社福)西宮市社会福祉協議会  2 4 

注 一般職員は会計年度任用職員を除く。 
 ( )は再任用短時間勤務職員で外数、会計年度任用職員Ａについては、嘱託職員 
を含む。 
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第２ 監査の期間及び方法等 

令和６年１月15日から監査事務局職員による監査を開始し、監査委員による

書面監査とともに同年４月26日にヒアリングを行い、その後、結果報告の審議

を行った。 

監査の実施にあたっては、対象事務について、財務事務監査、工事等監査及び

行政監査の観点から合法性、合規性、経済性、効率性、有効性に着目し実施した。 

 

第３ 監査の結果 

<財務事務監査> 

１ 収入事務 

収入事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事案が

発見された。 

（１）狂犬病予防手数料 

ア ５年３月 22 日から 31 日までの狂犬病予防注射済票交付手数料 4,950 円

について、４年度歳入として調定を行い収入すべきところ、５年度５月分の

狂犬病予防手数料 3,137,700 円に含めて５年度歳入として調定を行い収入

していた(生活環境課)。 

イ 狂犬病予防法施行規則第３条第１項で、犬の登録の申請をしようとする

者は申請書を提出しなければならないと規定し、狂犬病予防法施行細則第

２条で、省令第３条の申請書は犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実施報告

書とすると定めている。しかしながら、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実

施報告書が提出されていないにもかかわらず、犬を原簿に登録している事

案が見られた(生活環境課)。 

ウ 所管課は、集合注射会場において、公金ではない注射料金を犬の所有者か

ら受領し、西宮市開業獣医師会(以下「開業獣医師会」という。)に支払って

いたが、注射料金を取り扱うことについての根拠(例規やマニュアルなど)
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はなかった(生活環境課)。 

２ 支出事務 

支出事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事案が

発見された。 

（１）地域活動支援センター運営費等補助金 

 ア 西宮市地域活動支援センター運営費等補助金の交通費補助に係る基準額

は、兵庫県の要綱の基準額に基づき市の要綱別記に定められたものである。

また、この補助金については、県の基準額に基づき県から市に補助金が交

付されるものである。県の基準額は平成28年に改正されていたが、市の要

綱の基準額は改正されていなかった(生活支援課)。 

 イ 運営費等補助事業要綱では、所要額調書について、当初申請時及び変更

申請時に提出するよう定められているが、実績報告時の提出書類として定

められていなかった(生活支援課)。 

（２）犬の鑑札等交付事務に係る委託料 

犬の鑑札等交付事務に係る５年度上半期分委託料 1,695,507 円に、４年度分

の委託料 1,485 円(５年３月 22 日から 31 日までの狂犬病予防注射済票交付事務

分)を含んで開業獣医師会に支払っている。しかしながら、市の支出負担行為決

議書及び委託業務完了確認書、開業獣医師会からの請求書には、４年度の委託

契約に基づく委託料を含んでいることが記載されておらず、４年度分と５年度

分の委託料を区分していなかった(生活環境課)。 

（３）四種・二種混合・ポリオ予防接種委託料 

 令和５年度西宮市定期予防接種実施要領では、予防接種の対象疾病を予防接

種法施行令第１条の３と記載していたが、正しくは同施行令第３条であり対象

疾病の根拠条文を誤っていた(保健予防課)。 

（４）障害者相談支援事業及び障害児等療育支援事業(生活支援課) 

５年10月４日付のこども家庭庁及び厚生労働省通知(以下「国の通知」とい
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う。)に基づき、障害者相談支援事業等において、委託契約における消費税の取

扱いを非課税と誤認していたことが他市において明らかになり、本市において

も、６年２月14日に報道発表が行われた。 

 ア 報道発表の内容は次のとおりである。 

障害者相談支援事業等について、受託者は非課税と認識しており、消費税

を納付していない事業所があることが判明した。 

当該事業の課税の取扱いについては、これまで国において明確に周知さ

れていなかったこともあり、本市と受託者それぞれにおいて課税の取扱い

に係る認識に相違が生じており、国の通知に至るまでその状態が継続して

いた。 

当該事業に係る消費税について、受託者において修正申告・追納等の対応

が必要であることから、上記経過を踏まえ、委託料に係る消費税及び延滞税

等相当額等を受託者に支払うものとする(影響額は59,973千円(速報値))。 

今後の対応として、受託者が追納する過去５年分の消費税及び延滞税等、

５年度事業に係る消費税相当額等については、市は補正予算を編成し、受託

者に支払う。 

イ 報道発表の内容について、所管課から確認した内容は次のとおりである。 

障害者相談支援事業について、受託者は非課税と認識し、消費税を納付し

ておらず、市も今般の国の通知があるまで、非課税と認識していたとのこと

であった。 

障害児等療育支援事業について、受託者は課税と非課税に認識が分かれ、

消費税を納付している事業者とそうでない事業者があったが、市は今般の

国の通知があるまで、非課税と認識していたとのことであった。 

上記事業について、提出があった契約書にはいずれも消費税の取扱いに

関する記載はなく、決裁書類に添付されている業務委託設計書には、設計金

額に「消費税含む」と記載され、担当者から課長まで決裁が行われていた。 
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今後の対応について、市は、委託料に係る消費税及び延滞税等相当額等を

受託者に支払うとのことである。 

５年度分については、受託者の課税・非課税の認識の違いにかかわらず、

既契約額に消費税を外税として計算し直した額で再契約し、既契約額との

差額を市が負担する。 

過去５年分については、非課税と認識し、消費税を納付していない受託者

には追徴等で必要な費用を市が負担する。また、消費税を内税と認識して納

付した受託者とは既契約額に消費税を外税として計算し直した額で再契約

し、既契約額との差額を市が負担する。 

３ 契約事務 

契約事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事案が

発見された。 

（１）市立養護老人ホーム寿園における給食食材購入業務 

市立養護老人ホーム寿園における給食食材購入に関する契約は、特命随意契

約により行っているが、特命随意契約の根拠規定及び理由を決裁書に記載して

いなかった(高齢施設課)。 

（２）犬の鑑札及び注射済票の交付事務に係る委託業務 

  開業獣医師会と犬の鑑札等の交付事務において特命随意契約により契約を締

結しているが、契約に係る決裁書に特命随意契約の根拠規定及び理由を記載し

ていなかった(生活環境課)。 

（３）西宮市北口保健福祉センター検診施設指定管理業務 

西宮市北口保健福祉センター検診施設指定管理に係る情報処理業務において、

再委託の範囲に個人情報を取り扱う業務が含まれる場合はその旨を再委託承認

申請の書面に明記しなければならないと一般仕様書に定めているが、申請書に

記載がもれていた(健康増進課)。 
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（４）新型コロナワクチン接種関連事務等業務(その２)における業務の再委託 

コールセンターにおける多言語電話通訳業務について、受託者から再委託承

認申請書が提出されたが、その承認については、口頭で行っており、意思決定の

決裁手続が取られていなかった(新型コロナワクチン接種課)。 

（５）権利擁護支援センター運営委託業務の再委託 

権利擁護支援センター運営委託業務について、業務の一部を再委託していた

が、再委託の承認手続を行っていなかった。また、業務内容と契約書等の記載内

容に齟齬が見られた(生活支援課)。 

４ 財産管理事務 

財産管理事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事

案が発見された。 

（１）公有財産の使用許可、貸付、使用料等の減免 

４年２月17日に、「行政財産の目的外使用に係る使用料及び普通財産等の貸

付料の減免等に関する取扱基準」(以下「庁内の取扱基準」という。)が制定され

た。この庁内の取扱基準では、減免が例外的措置であるという認識のもとに、減

免適用時の留意点や減免率等の算定手順を定め、４年４月１日以降、使用を開

始する物件を対象とし、現に使用中のもの、貸付中のものについても、次期更新

時に庁内の取扱基準を適用することを定めている。また、すでに各所管課にお

いて減免基準や減免率等を定めた要綱等がある場合は、庁内の取扱基準に照ら

し合わせて、必要があれば改正し、新たに要綱等を作成する場合は、庁内の取扱

基準を踏まえることも定めている。 

健康福祉局における公有財産の使用許可や貸付において、減免事務の取扱い

が庁内の取扱基準に従って行われているかどうか確認したところ、以下の点が

見られた。 

ア 庁内の取扱基準で定める減免率等の算定手順では、相手方団体の区分や

使用用途(本市の事務事業との関わり)により、減免率(上限)の区分がどれ
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に当てはまるかを判断するが、その判定手順について、決裁上明らかにして

いないものが見られた。また、その手順について決裁に記載している場合で

も、減免率を決定する際に、減免適用時の留意事項等をどのように検証した

のかなど、その検証内容や評価について決裁では特に明らかにせずに、該当

する区分の上限の減免率を適用していた(高齢介護課、障害福祉課、福祉の

まちづくり課、地域保健課)。 

イ これまで、健康福祉局で定める独自の要綱や相手方と交わした合意書を

根拠に減免を行っていたものについて、庁内の取扱基準の制定後に、既存の

要綱や相手方と交わした合意書と庁内の取扱基準との関係性がどのように

整理されたのかが決裁上明らかにされておらず、従来の要綱や合意書を根

拠に貸付や減免の意思決定を行っていた(高齢介護課、福祉のまちづくり

課)。 

ウ 土地使用賃借契約書で自動更新の条項があるものについて、自動更新す

る際に必要な意思決定の決裁を行っていなかった(障害福祉課)。 

エ 行政財産目的外使用許可の更新にあたり、申請書類を審査すべき立場の

所管課が課長決裁により、使用目的や減免理由も含めて必要事項を記載し

た申請書類を作成し、内容の確認と日付の記載及び押印を求めて相手方に

送付している事案が見られた(障害福祉課)。 

オ 西宮市立介護老人保健施設「すこやかケア西宮」において、行政財産目的

外使用許可を行う根拠となる規定(西宮市公有財産規則第21条第１項)及び

その使用料を減免する根拠となる規定(西宮市行政財産使用料条例第６条

第２号)を決裁書類に記載せずに使用許可の意思決定を行っていた(高齢介

護課)。 

カ 「すこやかケア西宮」における行政財産目的外使用料について、市の委託

事業に用いる地域包括支援センター部分は100％減免としており、減免理由

を庁内の取扱基準で定める用途Ⅰの「本市の行う事務事業との関連が極め
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て密接であると判断」と記載すべきところ、50％減免の理由である用途Ⅱの

「本市の行う事務事業との関連が密接であると判断」と誤った記載をして

いた(高齢介護課)。 

（２）備品管理 

ア 備品管理システムに登録された書類整理庫や物品棚等で所在が確認でき

ないものが見られた。担当者の説明では、廃棄したもののシステム上の手続

がもれていたとのことであるが、裏付けとなるものはなかった(福祉総務課、

高齢介護課、保健総務課、健康増進課、保健予防課)。 

イ 救急セットについて、備品管理システムで所管換えの手続もれが見られ

た(保健予防課)。 

ウ 電気冷蔵庫や血圧計等について、備品管理システムで設置場所の変更も

れが見られた。保健総務課分については、執務室の移転があり、設置場所が

移転前の状態のままで変更されていないものが散見された(保健総務課、健

康増進課)。 

（３）郵券処理簿 

 郵券処理簿について、鉛筆書きや修正テープの使用、日付の記載もれが見ら

れた(高齢介護課、健康増進課、保健予防課)。 

５ 服務事務 

服務事務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事案が

発見された。 

（１）会計年度任用職員Ａ 

ア 年次休暇欠勤願出兼処理票について、願出月日が願出期間よりも後にな

っているものが見られた(障害福祉課、厚生課)。 

イ 年次休暇欠勤願出兼処理票について、「願出種類」欄に記入もれがあった

(厚生課)。 

ウ 勤務を要しない日等の振替簿で、決裁日の記入もれが見られた(厚生課)。 
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エ 勤務を要しない日等の振替簿で事後決裁となっているものが見られた

(地域共生推進課、新型コロナワクチン接種課)。 

（２）会計年度任用職員Ｂ 

ア 出勤簿及び年次休暇欠勤願出兼処理票で、修正テープにより修正を行っ

ているものがあった(福祉総務課、高齢介護課、生活環境課)。 

イ 年次休暇欠勤願出兼処理票で、「願出月日」欄に記入もれがあった(食肉

衛生検査所)。 

<工事等監査> 

１ 委託業務 

委託業務について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事案が

発見された。 

（１）契約(変更契約を含む)事務 

ア 帰国者・接触者相談センター電話相談業務において、単価契約の契約書に

定めていない年末年始の単価で派遣料金を精算していた。 

また、契約書に記載の契約期間と契約の有効期間が整合していなかった

(保健総務課)。 

イ 新型コロナウイルス感染症患者・濃厚接触者対応支援等業務において、変

更契約時に変更設計書を作成していなかった(保健予防課)。 

ウ 健康ポイント事業事務局運営等委託料において、事業に要した機器の配

付と景品(インセンティブ)の余剰分を、変更契約を行わずに、見積取得時に

予定していなかった業務内容に充当していた(健康増進課)。 

（２）検収事務 

保健所移転業務において、契約書第11条に委託業務が完了した時は、その旨

を書面により通知するものとしているが、受託者から書面による通知がなかっ

た(保健総務課)。 
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２ 指定管理業務 

指定管理業務について、関係書類を抽出して調査したところ、適正に処理さ

れていた。 

３ 請負工事 

請負工事について、関係書類を抽出して調査したところ、次のような事案が

発見された。 

（１）設計積算(変更設計を含む) 

ア 旧かぶとやま荘擁壁解体他工事において、設計変更により掘削範囲が拡

がっているにもかかわらず、設計書の切土や埋戻しの数量を変更していな

かった(高齢介護課)。 

イ 福祉会館解体工事において、家屋調査費は共通仮設費に計上するもので

あるが、誤って現場管理費に計上していた(福祉のまちづくり課)。 

 

第４ 要改善事項 

 以下の内容について、早急に措置を講じるよう求める。 

１ 適正な収入事務 

（１）狂犬病予防手数料の手続 

ア 狂犬病予防注射済票交付手数料について、４年度歳入として調定を行い

収入すべきところ、５年度分狂犬病予防手数料に含めて５年度歳入として

調定を行い収入していた事案が見られた。会計年度独立の原則は地方公共

団体の財務における重要な原則である。歳入、歳出の所属年度については法

令の規定に従い適切に区分されたい。 

イ 犬の登録申請書兼狂犬病予防注射実施報告書が提出されていないにもか

かわらず、犬を原簿に登録している事案が見られたため、適正に処理された

い。 

ウ 所管課は、集合注射会場において、公金ではない注射料金を犬の所有者か
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ら受領し、開業獣医師会に支払う事案があった。市が注射料金を取り扱うこ

とについての根拠を整理されたい。 

２ 適正な支出事務 

（１）補助基準額及び要綱の管理 

 ア 西宮市地域活動支援センター運営費等補助事業の交通費補助に係る基準

額について、市の要綱の基準額が改正されていない事案が見られた。所管

課は交通費補助の利用者がいないことから改正をしていないとのことであ

るが、県の基準額に基づき市の基準額を定めていることから早急に市の要

綱を改正されたい。 

 イ 実績報告時の所要額調書は、年間の補助金額を確定する際に用いる重要

な算定資料となることから、運営費等補助事業要綱に提出する書類として

明確に記載されたい。 

（２）委託料の歳出年度区分 

犬の鑑札等交付事務に係る５年度上半期分委託料に４年度分の委託料を含ん

で支払っており、４年度分と５年度分の委託料を区分していなかった事案が見

られた。４年度分の委託料分に係る交付状況報告書が所管課に提出されたのが

５月２日であったため、５年度分として支払うことはやむを得ないことである

が、歳出の年度区分について適正に処理されたい。 

（３）四種・二種混合・ポリオ予防接種委託料 

 西宮市定期予防接種実施要領の予防接種の対象疾病について、根拠条文の誤

りが見られた。改めて根拠条文を確認し適正な事務処理に努められたい。 

（４）委託契約における消費税の取扱い 

一般的な契約手続において、消費税の課税、非課税の取扱いは、契約締結時に

は必ず確認しておかなければならないものであるため、いずれの場合も契約書

に取扱いを明記されたい。また今回の業務委託設計書のように契約書に関連す

る書類についても確認を徹底し、消費税の取扱いについて疑義が生じないよう
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に留意されたい。 

今回の障害者相談支援事業等の事案は、他市でも同様の事例が多数見られた

ことから国の周知方法にも問題があると考えられる。しかしながら健康福祉局

では、類似事業で消費税の非課税対象となる事業が見られるとのことから、今

後、契約時の委託事業における消費税の取扱いについて、局内の内部統制のリ

スク項目として取り上げるなど、チェック体制を強化し、再発防止に努められ

たい。 

３ 適正な契約事務 

（１）特命随意契約の根拠規定及び理由の記載 

市立養護老人ホーム寿園における給食食材購入業務及び犬の鑑札等の交付事

務で、特命随意契約の根拠規定及び理由が決裁書に記載されていない事案が見

られた。特命随意契約は、あくまで例外的に認められるものであることを十分

に認識し、契約締結の決裁の作成にあたっては、根拠規定及び理由を明確に記

載されたい。 

（２）指定管理業務における再委託承認申請手続 

西宮市北口保健福祉センター検診施設指定管理に係る情報処理業務において、

再委託の範囲に個人情報を取り扱う業務が含まれる場合は、その旨を再委託承

認申請の書面に明記するよう徹底されたい。 

（３）委託業務における再委託の承認手続 

新型コロナワクチン接種関連事務等業務及び権利擁護支援センター運営委託

業務において、再委託の承認手続を行っていない事例が見られた。再委託を行

うにあたっては、決裁手続により、承認の決定を行い、承認通知書を交付するよ

うに改められたい。 

 なお、権利擁護支援センター運営委託業務については、業務内容と契約書等

の記載内容に齟齬が見られたため、実態に即した形の契約書等に整理されたい。 
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４ 適正な財産管理事務 

（１）公有財産の使用許可、貸付、使用料等の減免 

 ア 使用料や貸付料の減免にあたっては、庁内の取扱基準に則り、減免率の

上限区分を判定する手順と減免率等を決定する手順を明確に区分して決裁

書に記載されたい。 

   減免率の上限区分を判定する手順では、市の事務事業との関連性の程度

により、減免率の上限区分が異なるため、その説明はできるだけ具体的な

記載とし、上限区分の違いが理解できるように留意されたい。 

   また、減免率等を決定する手順では、減免適用時の留意事項等をどのよ

うに検証したかなど、その検証内容や評価についても決裁上明らかにした

うえで、減免率等を決定するように徹底されたい。 

 イ 健康福祉局内で既に制定している要綱、相手方と交わした合意書等によ

り、減免を行ってきた案件について、庁内の取扱基準と整合しているかに

ついての整理や確認を行い、庁内の取扱基準と要綱等の関係性についても

決裁書に明記されたい。 

 ウ 行政財産の目的外使用許可の更新に際して、契約書で定める時期までに

自動更新を行うための条件(双方において更新拒否や条件変更の申し出が

ないこと)が示されているため、市において、自動更新する際には必要な意

思決定の決裁手続を行われたい。 

エ 行政財産目的外使用許可の更新にあたり、申請書類は本来申請者が作成

すべきものであり、申請書類を審査すべき立場の所管課が申請書類をすべ

て作成することは、市の業務に対する信頼を損ねる行為であるとともに、内

部統制上も不適切である。直ちに見直されたい。また、申請者に代わって申

請書類を作成する業務は、行政書士法により行政書士が行うこととされて

いるため、この点についても疑義を招かないようにする必要がある。 

オ 公有財産の使用許可及び貸付、使用料や貸付料の減免にあたっては、その
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意思決定を行う際の決裁において、根拠となる例規等の名称や条項を明記

することを徹底し、記載もれがないようにされたい。 

（２）備品管理 

 備品の廃棄手続がもれた場合、実際に廃棄されたのかどうかや、その廃棄が

適切であったのかどうかについて、後日検証を行うことが極めて困難となる。

したがって、備品を廃棄する際には、手続が確実に行われるよう、管理体制を整

備されたい。 

 また、備品管理システムでの所管換えもれや設置場所の変更もれについても

適正に処理をされたい。 

（３）郵券処理簿 

 郵券処理簿について、鉛筆書きや修正テープの使用、日付の記載もれが見ら

れたので、適正に処理されたい。 

５ 適正な服務事務 

 年次休暇欠勤願出兼処理票や勤務を要しない日等の振替簿において、必要な

項目の記入もれや事後決裁となっているものが見られた。これらは決裁時にチ

ェックできるものであるので適正に処理されたい。また、修正用具を用いた修

正は認められないことを徹底されたい。 

６ 適正な委託業務 

（１）契約事務 

 委託業務における仕様書は委託する業務の内容を特定する重要な書面である

ことを認識し、適正な契約事務に努められたい。 

また、所管課契約は、所管課内で事務手続が完了するものであるが、誤りが生

じないよう複数の目で確認し、事務の適正化に努められたい。 

委託業務の設計書または設計書に代わる見積書(以下「設計書等」という。)

は、契約金額の根拠書面となるものである。市は必要があると認めるときは受

託者と協議のうえ、契約の内容を変更することができるが、その変更内容に応
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じた設計書等を作成することで契約金額が適正であることを明確にし、事務の

適正化に努められたい。 

（２）検収事務 

 今後は契約書の内容と齟齬がないよう、適正な事務の執行に努められたい。 

７ 適正な請負工事 

契約締結後に設計違算が判明した場合、西宮市請負工事の設計違算に関する

事務取扱要領に基づき契約が解除されることもあることを認識し、設計条件に

応じた適正な設計積算に努められたい。 

 

第５ 監査委員の意見 

１ 報道発表の説明責任 

今回、障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについて、報道資料が出

された。障害者相談支援事業では、受託者は非課税の認識で消費税を納付して

おらず、障害児等療育支援事業では、受託者の課税・非課税の認識や消費税の納

付状況が異なっていたが、報道資料には、障害者相談支援事業等の受託者は非

課税と認識しており、消費税を納付していない事業所があると記載していた。

また、市と受託者で課税の取扱いに係る認識に相違が生じていると記載してい

るが、市の認識については明記されていなかった。さらに市が受託者に追加で

委託料に係る消費税等を支払うとしているが、その理由についても明記されて

いなかったことなど、資料の説明に不十分な点が多く見られ、一部の新聞報道

では市の説明の意図とは異なり、二重払いのような形になるとの報道内容が見

られた。結果として、市は多額の消費税相当額を追加で負担することになるこ

とから、対外的に誤解を生むことがないよう、丁寧な説明が必要とされる。 

 これらの説明については、市の契約事務や支出事務の信頼性にも関わること

であるため、報道発表の際には、十分に説明責任を果たすように努められたい。 


